
Monoxer Campus 求人掲載基準 

 

Monoxer Campus 求人掲載基準（以下「本基準」といいます。）は、モノグサ株式会

社（以下「当社」といいます。）がインターネット上の web サイト（URL：

https://campus.monoxer.com  以下、「本サイト」といいます。）で提供する求人情

報、インターンシップ情報及びその他の就職及び採用支援サービスの総称である

「Monoxer Campus」（以下「本サービス」といいます。）上において、本サービス

に会員登録する求職者（以下「本サービス会員」といいます。）に対してインターン

求人情報を掲載する法人（以下「掲載企業」といいます。）が、本サービスに求人情

報を掲載するするにあたり遵守すべき事項を定めるものです。掲載企業は、本基準の

定めを遵守した上で、本サービスへ求人情報を掲載してください。 

 

1 適用範囲 

1.1 本基準は本サービスにおいて当社が定める「「Monoxer Campus」企業向け

サービス利用規約」（以下「サービス規約」といいます。）の一部を構成す

るものです。本基準に定めのない事項についてはサービス規約の定めが適用

されます。 

1.2 本基準で定める内容と、サービス規約で定める内容が異なる場合には、本基

準の定めが優先して適用されるものとします。 

 

2 求人情報の掲載基準 

2.1 本サービスでは以下の求人情報を掲載することはできません。 

（1） 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法、

職業安定法、男女雇用機会均等法、個人情報保護法等、求人情報の掲載

に関連する法令、及びその他の法令に違反するもの。 

（2） 賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適

当であると認められるもの。 

（3） 法令に基づく労働条件等の明示が行われていないもの。 

（4） 虚偽の内容、誇大表現又は本サービス会員に誤解を生じさせる内容を含

むもの。 

（5） 客観的な事実なく、「業界トップ」や「シェア No.1」等他と比べて優

位なことを示す表記又は第三者機関の「認定」「推奨」等の表記を含む

もの。 

https://campus.monoxer.com/


（6） 国籍、性別、人種、思想、宗教等の差別的表現を含むもの。 

（7） 著作権等の第三者の権利を侵害するもの。 

（8） ねずみ講、マルチ商法等の法律で禁止されている内容を含むもの。 

（9） 公序良俗に反する内容を含むもの。 

（10） 許認可を必要とされる事業にかかる求人において、当該許認可

が取得されていないもの。 

（11） 求人以外の目的の内容を含むもの。 

（12） ナイトワークやアダルト系の事業又は求人内容を含むもの。 

（13） 本サービス会員に物品又はサービスの購入を強制するもの。 

（14） 本サービス会員に有意義な機会を提供できないと当社が判断し

たもの。 

（15） その他当社が不適当と認める内容を含むもの。 

2.2 本サービスでは以下に該当する掲載企業の求人情報は掲載することができま

せん。 

（1） 労働に関する法令の規定に違反し、勧告・公表などの行政処分を受けた

企業 

（2） 社員若しくは役員の中に暴力団員がいる企業、又は暴力団員がその事業

活動を支配する企業 

（3） 正当な理由なく当社が求める報告に応じない企業 

 

3 その他の留意事項 

3.1 求人情報は最新のものを掲載してください。また、掲載に当たってはいつの

時点の求人情報であるかを明確にしてください。 

3.2 求人情報において募集期間を設定した場合、募集期間中は求人情報の掲載を

維持してください。募集期間が終了したとき、又は求人情報の内容が変更さ

れたときは、速やかに当社に通知してください。 

3.3 求人情報に掲載する職種及び労働条件に対して支払われる最低給与の額を必

ず記載してください。「応相談」又は「面接後に決定」という表記は最低給

与の額の記載に該当しないものとします。） 

3.4 日給で給与を記載する場合、日給の額に実働時間を明記するとともに、最低

賃金×実働時間を下回る給与の設定は禁止とします。 

3.5 給与として明記した額から、正当な理由なく金銭を控除することは禁止とし

ます。 



3.6 当社が上記 2 の掲載基準又は上記 3.1 乃至 3.5 の記載に基づいて求人情報を

掲載できないと判断した場合、又は当社がサービス規約に違反すると判断し

た場合は、求人情報の部分的な修正若しくは削除を依頼すること、又は求人

情報の掲載及び本サービスの利用をお断りすることがあります。 
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